
2015年 ５⽉試験
ファイナンシャル・プランニング技能検定

３級 実技試験

実施⽇① ◆     年  ⽉  ⽇

実施⽇② ◆     年  ⽉  ⽇

実施⽇③ ◆     年  ⽉  ⽇

試験時間 ◆ 60分

資産設計提案業務

① 問題⽤紙は試験監督者の指⽰があるまで開けないでください。
② 試験問題は、試験⽤紙と解答⽤紙からなっています。解答はすべて解答⽤紙に記⼊してく
ださい。

③ 解答⽤紙にはあらかじめ受検番号、カナ⽒名が印字されていますので、ご⾃⾝のものかを
確認してから漢字⽒名を記⼊してください。

④ 問題数は20問、解答はすべて三答択⼀式です。
⑤ 試験問題については、特に指⽰のない限り、法令基準⽇（１⽉・５⽉試験は前年10⽉1⽇、
９⽉試験はその年の４⽉１⽇）現在において施⾏の法令等に基づいて解答してください。
なお、東⽇本⼤震災の被災者等に対する各種特例等については考慮しないものとします。

⑥ 試験問題の内容に関する質問には⼀切お答えできません。
⑦ 問題⽤紙・解答⽤紙に印刷不明瞭や乱丁・落丁があった場合は、お申し出ください。
⑧ 解答⽤紙は試験終了後、回収しますので持ち帰らないでください。問題⽤紙はお持ち帰り
ください。

⑨ 計算機（電卓）は演算機能のみを有するものだけ使⽤できます。関数機能やプログラムの
⼊⼒可能なものは使⽤できません。

⑩ 携帯電話やスマートフォンなどの通信機能を有する機器は電源を切ってカバン等へしまっ
てください（マナーモードも不可）。

⑪ 机の上には受検票、本⼈確認書類、筆記⽤具（HBの鉛筆またはシャープペンシル、消しゴ
ム）、計算機（電卓）以外のものは置かないでください。

⑫ 不正⾏為防⽌のため、試験監督者が持ち物の提⽰を求める場合があります。
⑬ 試験問題の⾳読は慎んでください。
⑭ 試験開始後、途中退室は⼀切できません。

★ 注 意 事 項 ★



【第１問】 下記の（問１）〜（問２）について解答しなさい。

問１

ファイナンシャル・プランニング業務を⾏うに当たっては、関連業法を順守することが重要であ

る。ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）の⾏為に関する次の記述のうち、最

も不適切なものはどれか。

1．税理⼠資格を有していないＦＰが、顧客から個別・具体的な税額計算を依頼されたため、提携

している税理⼠を紹介した。

2．社会保険労務⼠資格を有していないＦＰが、顧客の質問に応じて、⽇本の公的年⾦制度の仕組

みと特徴について説明をした。

3．ファイナンシャル・プランニング技能⼠の資格を有するＦＰは、⽣命保険募集⼈の登録を受け

たとみなされて、⽣命保険の募集を⾏うことができる。
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問２

下記は、皆川家のキャッシュフロー表（⼀部抜粋）である。このキャッシュフロー表の空欄

（ア）、（イ）にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、計算に当た

っては、キャッシュフロー表中に記載の整数を使⽤し、計算結果は万円未満を四捨五⼊するこ

と。

1．（ア）３１９ （イ）２６１

2．（ア）３１９ （イ）２６３

3．（ア）３２６ （イ）２６３
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【第２問】 下記の（問３）〜（問６）について解答しなさい。

問３

下記は、経済⽤語についてまとめた表である。下表の経済⽤語に関する次の記述のうち、最も不

適切なものはどれか。

1．空欄（ア）に⼊る⽤語は、「売りオペレーション」である。

2．空欄（イ）に⼊る⽤語は、「鉱⼯業⽣産指数」である。

3．空欄（ウ）に⼊る⽤語は、「⽇銀短観」である。
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問４

下記＜資料＞に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1．この⽇の株式市場（終値）では、⽇経平均株価よりも東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の⽅が、前

⽇と⽐べて値下がり率が⼤きかった。

2．この⽇のドル／円の為替相場（１７時時点）は、１ドル＝１１０. ００〜１１０. ０１円と⽐べ

たとき、これよりも円⾼・ドル安であるといえる。

3．＜⾦利＞欄に記載されている「新発１０年国債利回り」は、⽇本の短期⾦利の代表的な指標で

ある。
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問５

個⼈向け国債に関する下表の空欄（ア）〜（エ）に関する次の記述のうち、最も適切なものはど

れか。

1．空欄（ア）と空欄（イ）にあてはまる語句は、いずれも「変動」である。

2．空欄（ウ）にあてはまる語句は、「半年ごと（年２回）」である。

3．空欄（エ）にあてはまる語句は、「３年」である。
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問６

下記＜資料＞に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる数値の組み合わせとして、正

しいものはどれか。

この企業の株を１００株（１単元）保有していた場合、２０１４年３⽉期における年間の配

当⾦額（税引前）は（ ア ）円であったことが分かる。

２０１４年３⽉期における１株当たりの利益は（ イ ）円であったことが分かる。

1．（ア）５, ０００ （イ）１１４. ５

2．（ア）５, ０００ （イ）１６１. １

3．（ア）３, ０００ （イ）１６１. １
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【第３問】 下記の（問７）について解答しなさい。

問７

建築基準法に従い、下記＜資料＞の⼟地に建築物を建築する場合の延べ⾯積（床⾯積の合計）の

最⾼限度として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については⼀切考慮しないことと

する。

1．１２０㎡

2．６００㎡

3．８００㎡
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【第４問】 下記の（問８）〜（問１１）について解答しなさい。

問８

柴⽥雄太さんが加⼊している⽣命保険（下記＜資料＞参照）の保障内容に関する次の記述の空欄

（ア）にあてはまる⾦額として、正しいものはどれか。なお、保険契約は有効に継続しており、

かつ、特約は⾃動更新しているものとし、雄太さんはこれまでに＜資料＞の保険から保険⾦およ

び給付⾦を⼀度も受け取っていないものとする。

柴⽥雄太さんが、２０２４年中に肝硬変で死亡した場合に⽀払われる死亡保険⾦は、合計（

ア ）である。

1．１, ３００万円

2．１, ５００万円

3．１, ６００万円
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問９

中井康介さんが加⼊しているガン保険（下記＜資料＞参照）の保障内容に関する次の記述の空欄

（ア）にあてはまる⾦額として、正しいものはどれか。なお、保険契約は有効に継続しているも

のとし、康介さんはこれまでに＜資料＞の保険から保険⾦および給付⾦を⼀度も受け取っていな

いものとする。

中井康介さんが、２０２４年中に初めてガン（悪性新⽣物）と診断され、その後３０⽇間⼊院

し、給付倍率２０倍の⼿術（１回）を受けた場合、⽀払われる給付⾦は、合計（ ア ）であ

る。

1．５０万円

2．１３０万円

3．１５０万円
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問１０

⽣命保険は、定期保険、終⾝保険、養⽼保険の３つに⼤きく分けることができる。下表に関する

次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1．（ア）に⼊る語句は「養⽼保険」であり、（イ）に⼊る語句は「終⾝保険」である。

2．（ア）に⼊る語句は「終⾝保険」であり、（イ）に⼊る語句は「養⽼保険」である。

3．（ア）に⼊る語句は「養⽼保険」であり、（イ）に⼊る語句は「定期保険」である。

問１１

野村忠則さんが契約している普通傷害保険の主な内容は、下記＜資料＞のとおりである。次の１

〜３のケース（該当者は野村忠則さんである）のうち、保険⾦の⽀払い対象とならないケースは

どれか。なお、１〜３のケースはいずれも保険期間中に発⽣したものである。また、＜資料＞に

記載のない事項については⼀切考慮しないこととする。

1．⾃宅で地震により倒れてきた⾷器棚の下敷きになり、頭にケガをして⼊院した。

2．勤務先でガス爆発事故が発⽣し、腕にやけどを負って通院した。

3．⾃転⾞に乗ってスーパーマーケットへ買い物に⾏く途中に転倒し、⼿⾸を捻挫して通院した。
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【第５問】 下記の（問１２）について解答しなさい。

問１２

⻑⾕川潤三さんは、勤務している会社を２０２４年中に定年退職する予定である。⻑⾕川さんの

退職に係るデータが下記＜資料＞のとおりである場合、⻑⾕川さんの所得税の退職所得に関する

次の記述の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、正しいものは

どれか。

＜資料＞

勤続年数：３４年６ヵ⽉

⽀給される退職⼀時⾦：２, ０００万円

⻑⾕川さんは役員ではなく、障害者になったことに基因する退職ではない。

退職所得は（ ア ）の対象となる。

⻑⾕川さんの勤続年数については、１年未満の端数があるため、これを（ イ ）退職所得

控除額を計算する。

⻑⾕川さんの退職所得の⾦額は、（ ウ ）万円である。

1．（ア）分離課税 （イ）１年に切り上げて （ウ）７５

2．（ア）総合課税 （イ）１年に切り上げて （ウ）１５０

3．（ア）分離課税 （イ）切り捨てて （ウ）２２０
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【第６問】 下記の（問１３）〜（問１４）について解答しなさい。

問１３

２０２４年４⽉４⽇に相続が開始された鶴⾒俊夫さん（被相続⼈）の＜親族関係図＞が下記のと

おりである場合、⺠法上の相続⼈および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。

なお、記載のない条件については⼀切考慮しないこととする。

＜親族関係図＞

1．洋⼦ １／２ 貴洋 １／４ 敦美 １／４

2．洋⼦ １／２ 貴洋 １／６ 敦美 １／６ 広樹 １／６

3．洋⼦ ２／３ 貴洋 １／６ 敦美 １／６
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問１４

⾕⼝広⽃さんは、２０２３年１１⽉に⺟から株式購⼊資⾦として現⾦２００万円の贈与を受け、

同年１２⽉に祖⽗から乗⽤⾞購⼊資⾦として現⾦１００万円の贈与を受けた。⾕⼝さんの２０２

３年分の贈与税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、２０２３年中において、

⾕⼝さんは、これ以外に贈与は受けていないものとし、相続時精算課税制度を選択していないも

のとする。また、贈与税額の計算が必要な場合には、下記の速算表に基づいて解答すること。

1．いずれも直系尊属からの贈与であるため贈与税は⾮課税であり、贈与税額は「０円」である。

2．祖⽗からの贈与は基礎控除額以下であるため贈与税はかからず、⺟からの贈与のみ贈与税の課

税対象となり、贈与税額は「（２００万－１１０万）×１０％＝９万円」である。

3．贈与を受けた年分の合計額が贈与税の課税対象となるため、⺟および祖⽗から受贈した合計⾦

額が課税対象となり、贈与税額は「｛（２００万＋１００万）－１１０万円｝×１０％＝１９

万円」である。
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【第７問】 下記の（問１５）〜（問２０）について解答しなさい。
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⽥川慶太さんは、株式会社ＴＮに勤める会社員である。２０２４年１⽉に第⼀⼦が⽣まれたこ

ともあり、今後の⽣活設計についてＦＰで税理⼠でもある松岡さんに相談をした。なお、下記

のデータはいずれも２０２４年４⽉１⽇現在のものである。

［家族構成（同居家族）］

［保有資産（時価）］

［負債］

なし

［マイホーム］

慶太さんは、財形住宅貯蓄３００万円と、定期預⾦２５０万円のうち１００万円の合計４００

万円を頭⾦とし、⺠間⾦融機関で２, １００万円の住宅ローンを組んで、２, ５００万円のマン

ションを購⼊したいと考えている。

［その他］

上記以外については、各設問において特に指定のない限り⼀切考慮しないこととする。

《設 例》



問１５

ＦＰの松岡さんは、⽥川家の（マンション購⼊後の）バランスシートを作成した。下表の空欄

（ア）にあてはまる⾦額として、正しいものはどれか。なお、＜設例＞に記載のあるデータに基

づいて解答することとし、＜設例＞に記載のないデータについては⼀切考慮しないこととする。

1．７５０（万円）

2．８５０（万円）

3．１, １５０（万円）

問１６

慶太さんは、マンションの購⼊に際しては、住宅借⼊⾦等特別控除（以下「住宅ローン控除」と

いう）の適⽤を受けたいと考えており、住宅ローン控除についてＦＰの松岡さんに質問をした。

所得税における住宅ローン控除に関する松岡さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれ

か。なお、購⼊するマンションは、認定⻑期優良住宅等には該当しないものとする。

1．「住宅ローン控除の適⽤を受ける年分の合計所得⾦額は、２, ０００万円以下とされていま

す。」

2．「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適⽤を受ける最初の年は確定申告をしなければなりま

せんが、翌年以降は年末調整により住宅ローン控除の適⽤を受けることができます。」

3．「住宅ローン控除の適⽤対象となる住宅の床⾯積は、中古住宅の場合は５０㎡以上、新築住宅

の場合は４５㎡以上とされています。」
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問１７

慶太さんは、マンション購⼊後は、地震への備えの⼀つとして地震保険へ加⼊することを考えて

いる。地震保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1．保険の対象には、住居専⽤建物だけでなく、店舗等との併⽤住宅も含まれる。

2．保険料については、対象建物の免震・耐震性能に応じた割引制度がある。

3．保険⾦は、保険の対象に⽣じた損害が全損または⼀部損の２つの区分のいずれかに該当した場

合にのみ⽀払われ、⼀部損の場合、保険⾦額の２０％が⽀払われる。

問１８

慶太さんと千代さんは、今後１５年間で積⽴貯蓄をして、⻑⼥の⽇菜さんの教育資⾦として３０

０万円を準備したいと考えている。積⽴期間中に年利２％で複利運⽤できるものとした場合、３

００万円を準備するために必要な毎年の積⽴⾦額として、正しいものはどれか。なお、下記＜資

料＞の３つの係数の中から最も適切な係数を選択して計算すること。また、税⾦や記載のない事

項については⼀切考慮しないこととする。

1．１４８, ６００円

2．１７３, ４００円

3．２３３, ４００円

〈© FP3級ドットコム 無断転載を禁じます〉 －16－



問１９

育児休業取得中の千代さんは、雇⽤保険の育児休業給付⾦と育児休業期間中の社会保険料の免除

について理解を深めておきたいと思い、ＦＰの松岡さんに質問をした。育児・介護休業法に基づ

く育児休業に係る社会保障に関する次の記述の空欄（ア）〜（エ）にあてはまる数値または語句

の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

育児休業給付⾦は、２０１４年３⽉３１⽇までに開始された育児休業の場合、育児休業の全

期間について休業開始前の賃⾦の（ ア ）％が⽀給されていたが、２０１４年４⽉１⽇以

降に開始する育児休業から、育児休業を開始してから（ イ ）⽇⽬までは、休業開始前の

賃⾦の６７％が⽀給されることとなった。

育児休業給付⾦の額の基とされる休業開始前の賃⾦には、上限額と下限額が（ ウ ）。

満３歳未満の⼦を養育するための育児休業等の期間中、その被保険者に係る健康保険と厚⽣

年⾦保険の保険料は、事業主の申出により、（ エ ）免除される。

1．（ア）５０ （イ）１８０ （ウ）ある （エ）被保険者分および事業主分とも

2．（ア）５０ （イ）１８０ （ウ）ない （エ）被保険者分に限り

3．（ア）８０ （イ）９０ （ウ）ある （エ）被保険者分に限り

問２０

千代さんは、仮に慶太さんが不慮の事故等で急死した場合、⾃分と⼦どもが⽣活していけるか不

安に思い、ＦＰの松岡さんに相談をした。松岡さんの公的年⾦の遺族年⾦に関する次の説明の空

欄（ア）〜（ウ）にあてはまる語句または記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

なお、⽣計維持等の記載のない要件は満たされているものとし、⼦は障害者でないものとする。

また、本問においては、厚⽣年⾦保険を「厚⽣年⾦」とする。

「公的年⾦の遺族年⾦には、遺族基礎年⾦と遺族厚⽣年⾦があります。遺族基礎年⾦は、国⺠

年⾦の被保険者などが死亡したとき、（ ア ）または⼦に⽀給されます。対象とされる⼦

は、（ イ ）までの間にある⼦です。遺族厚⽣年⾦は、厚⽣年⾦の被保険者などが死亡した

とき、配偶者や⼦などに⽀給されます。遺族厚⽣年⾦の額は、死亡した⼈の厚⽣年⾦の被保険

者期間の⽉数やその間の給与額（ ウ ）。」

1．（ア）⼦のある配偶者 （イ）１８歳到達年度の末⽇ （ウ）に応じて計算されます

2．（ア）⼦のある妻 （イ）１８歳到達年度の末⽇ （ウ）にかかわらず定額とされています

3．（ア）⼦のある妻 （イ）２２歳到達年度の末⽇ （ウ）に応じて計算されます
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